
学部がまだ修士課程すら持っていないため、実現可能性があるとは考えられなかっ

た。１９８１年段階でコミュニケーション科学系が社会科学系に変わり、教育学系の分野

がすべて人間文化科学系に移動する大きな変更があったとはいえ、これまた作文の域

を出るものではなかったと考えられる。

問題は理学、工学、園芸学３研究科（修士課程）を基礎とし、実現可能性があると

考えられた環境科学系、材料・生産科学系、理論・物性科学系である。材料・生産科

学系は資源・材料・生産科学系と改称され、園芸学部はその生物資源科学専攻と、環

境科学系の自然環境学専攻・社会環境学専攻への積極的な参加を求められた。それに

理論・物性科学系を加えた３研究科（博士課程）が１９８０年度概算要求の重点事項とし

て文部省に提出されるのである。それが園芸学部の連合大学院参加辞退に結びつくこ

とになる。
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教員養成系大学・学部の大学院研究科設置は、理工農系などのそれと比較して大幅

に遅れた。旧帝国大学や旧官立大学（東京教育大、広島大）に設置された教育学研究

科は、教育科学の大学院であって教員養成を目的とする大学院ではない。後者が設置

されなかった理由は、第１に教員養成系大学・学部の母体となったかつての師範学校

が中等教育相当と低く評価されており（ちなみに旧帝大、旧官立は師範学校の教師を

養成する高等教育機関）、実態的にも師範学校・青年師範学校の大学移行の域にとど

まっていたこと、第２に当面の政策目標が６・３制義務教育教員の質と量の確保にあ

り、学部レベルでの目的・性格の明確化、教育課程国家基準の制定によりそれを達成

しようとしていたことである。１９５８年７月の第１６回中央教育審議会答申は、つぎのよ

うに述べていた。

主として義務教育の教員の育成に当っている国立大学においても、教員を育成

するという目的が必ずしも明確でなく、免許法の欠陥と相まって、教員を育成す

るに必要な教育が十分には行われず、また設置当初の事情から教員組織、施設・

設備もきわめて不十分であり、その形体についても、教員の育成のための統一あ

る教育を行い難いものもあり、他方教員の需給も十分な計画の下に行われていな

いため混乱を生ずるにいたっている。……教員の養成を大学において行うという

方針を堅持すると同時に、開放的制度の下におけるこれらの欠陥についてはすみ
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やかにこれに改善を加え教員の育成のための体制の整備を図り、その教育基準を

確立しなければならない。

この答申に対しては、教員養成を国家基準の、つまりは国家の指導監督下におくこ

とは「大学の自治」に反する、国立の教員養成をもっぱら目的にする特殊大学を作る

ことは、戦後教育改革の「開放主義」に反する、などの批判が続出した。したがっ

て、中教審構想がすぐに実現したわけではないが、このような学部レベルの体制整備

を重視する文教政策が教員養成系大学院設置と結びつかないことは明らかであろう。

教員養成系大学院（修士課程）が初めて設置されるのは、１９６６年東京学芸大学の教

育学研究科においてであった。同大は１府県１大学の例外として創設された教員養成

の単科大学であり、おそらくは東京教育大学を意識してのことであろうが、発足当初

から目的意識として教員養成を強調しており、また単科大学故に教員養成のための自

己完結的な教育課程を組織していた。そこが当時の複合大学における、他学部学生の

一般教育、教職教育をも担当する学芸学部や、音楽、美術、体育、家政職業以外の一

般教育と専門教育をすべて文理学部等の他学部に依存する教育学部との大きな違いで

あった（海後宗臣他『教員養成 戦後日本の教育改革 第８巻』東大出版会 １９７１年

第３章第６節）。東京学芸大学は中教審答申以前から、いわば答申の理想とした教

育を行っていたといってよい。

１９６５年同大より大学院設置計画の提出を受けた大学設置審議会は、教員養成大学独

自の大学院についてはなんら法的な規定がないため、通常の専門委員会、常任委員

会、総会だけでは不十分であるとし、専門委員会と常任委員会との間に特別委員会を

設け、大学院の目的・性格については特別委員会で十分な審議をすることとした。ま

た、教員の個人審査については、専門委員会のそれぞれの部会と教育関係の部会の双

方で審査することとした。特別委員会においては、「義務教育諸学校に関する方面の

研究が第一義であること」が確認され、そのために専攻の課程は「教育を含む講座」

（例を数学専攻にとれば数式・図形教育）、「純粋に専門的な講座」（数学としてプロ

パーなもの）、「教科教育の講座」（数学科教育）の３種によって構成されなくてはな

らないとされた。さらに、現職教員（学士号を有する者）の入学についても十分配慮

することとされ、修士課程設置が認められたのである（『東京学芸大学二十年史』

１９７０年 第３章第３節）。それらの条件は後の教員養成系大学院でも、継承されるこ

とになる。

なお、同大学の課程制から学科制、学科目制から講座制への転換にあたっては、本

来同一であって良いいくつかの講座が複数に分けられ（国語学であれば、国語学第一
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と国語学第二というように）、個人審査合格者を一方に集めて修士講座とし、他方は

大学院を担当しない講座とするという厳しい措置が執られた。こちらの方は、後の教

員養成系大学院では必ずしも継承されていない。

東京学芸大学大学院設置に際しての、このような設置審の慎重な審査は、初めての

教員養成系研究科であるため前例になるということもあるが、安易な設置申請は受け

付けないという意思の表れでもあった。実際、２年後の１９６８年に関西地区で学芸大と

同じような位置にあった大阪教育大学に研究科が設置されたほかは、教員養成系大学

院は１０年間まったく認められなかった。

１９７１年６月の第２２回中教審答申「今後における学校教育の総合的な拡充整備のため

の基本的施策について」は、幼稚園から大学院にいたる全学校体系の再編成、飛び級

進学や生涯教育をも論じたきわめて大部のものであるが、教員養成系大学院について

も重要な提言をしていた。すなわち、「教員の養成確保とその地位の向上のための施

策」の項において、

教員のうち、高度の専門性をもつ者に対し、特別の地位と給与を与える制度を

創設すること。そのための一つの方法として、教育に関する高度の研究と現職の

教員研修を目的とする高等教育機関（「高等教育の改革に関する基本構想」第二―

１の第４種（「大学院」）に属する。）を設けること。

を提言したのである。単に理念として研修の必要性を説いたのではなく、地位・給与

の裏付けにより、研鑽と待遇改善との一体化を図ったのが特色であった。ここで「大

学院」とは、多様化が構想された高等教育の一類型で修士課程に相当する機関であ

る。

これを受けて、教育職員養成審議会は翌１９７２年７月「教員養成の改善方策につい

て」建議し、「現職教員の研修を目的とする新構想の大学院の創設」の項で、さらに

一歩踏み込んだ提言を行った。

現職教員が、その経験を掘り下げ不断の研修を積み重ねて、専門職としての資

質能力を高めようとする努力を助長するため、次のような新しい構想による現職

教員の研修を目的とする修士課程程度の大学院を創設する必要がある。

�１ この大学院は、教職における優れた実績と能力を有する現職教員で、任命権

者の推薦を得た者に対して、教育課程の理論、実際的な教育指導の方法、教科

の専門的な事項、学校経営など教職に必要な高度の専門的な研修を行なわせる

ことを主眼とする。

�２ この大学院は、地域的な適正配置を考慮してたとえばブロックごとに設置す
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ることとし……（以下略）

現存の教員養成系大学・学部に大学院研究科を設置するのではなく、新たに「創設

する必要がある」というのである。

これに対しては、既設国立大学を代表する国立大学協会が反発した。国大協は「教

員養成制度特別委員会」を設置したが、１９７２年１１月に発表した「教員養成制度に関す

る調査研究報告書―教員養成制度の現状と問題点―」で、既存の教員養成系大学・学

部に大学院を設置し、それを現職教員に開放することを提案し、つぎのように中教審

等の構想を批判した。

大学院をもつことは、大学それ自体として重要であるのみならず、その大学院

は新卒業生を受入れると同時に、現職にある教員にも開放されることが望まし

い。ただし、この場合、大学院はあくまで一般の研究・教育の場として、他学部・

学科における大学院と本質的に同一の構成および機能を備えるべきであり、とく

に教員の現職教育を主たる目的として構想されるべきではない。また、教員の狭

義の現職教育のため、修士課程に限定された大学院のみをもつ、いわゆる大学院

大学を総合大学から分離して設立することは、大学院の名をかりるものであって

も、結局、大学の基本的性格をうしなった一種の職能訓練施設として矮小化され

る危険を多分にともなう。

特別委員会のその後の提言とあわせ考えれば、同委員会の危惧は、「任命権者の推

薦」により新構想大学院が教員人事行政の手段となる、大学運営の「自治」が認めら

れない、既設教育系大学・学部との格差が生ずる（既設大学には大学院が認められ

ず、新構想大修了者のみに特別の資格・給与が与えられるなど）などであったとみて

よい。

その後、調査費、創設準備費などの予算的裏付けを得て、教員大学院大学の開設の

準備は進んだが、文部省も国大協の批判をまったく無視するわけにはいかなかった。

そこで何度かの協議により国大協特別委員会の懸念が「払拭された段階」で、１９７８年

度政府予算に新大学（上越教員大学、兵庫教員大学。いずれも国会審議過程で教育大

学と改められた）設立が明示された（『兵庫教育大学十年史』第１章）。その懸念払拭

の材料の１つが、同年度予算に１０年ぶりに既設教員養成系大学（愛知教育大学）に大

学院新設（修士課程）を認めたこと、その後の新設にも「積極的な姿勢」を見せたこ

とだったのである。

この間、千葉大学教育学部はどのような動きを見せていたであろうか。『千葉大学

三十年史』によれば
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当時の状況から、単独で大学院設置が困難であるという判断から、……隣接の

横浜国立大学および埼玉大学との間で、３大学が協力し、いわゆる連合大学院に

ついて考える委員会が設けられ、１９７４年１２月から１９７８年５月にいたるまで幾度か

にわたって会合が催され、その具体的検討が行われてきた（２５９ページ）。

という。１９７４年末という日付から考えて、これが本章第５節第３項で述べた相磯千葉

大学長ら３学長懇談の派生物であることは間違いないが、前述の背景にてらし考えれ

ば、なんらかの成算あってのことであったとは考えにくい。１９７７年５月になって、文

部省が既設教員養成系大学・学部のうち条件の整ったものから大学院を設置していく

との方針を明らかにするや、連合大学院構想は後退し消滅してしまった。

その後は個々の大学による大学院設置の準備作業が行われるのであるが、「条件」

が整っているという点からいえば、千葉大学教育学部の充実ぶりには著しいものがあ

った。１９６５年から１９７８年にかけて、千葉県の人口急増にともなう児童数の増加に応じ

小学校教員養成課程の入学定員が増加し、さらに養護学校教員養成課程、幼稚園教員

養成課程、特別教科（看護）教員養成課程、養護教諭養成課程と４つの教員養成課程

新設が認められて、総入学定員は３６０名から６００名になっていた。これに対応して教員

定員もまた、６８名から１２８名に増加していた。教員定員増はおもに「教科に関する専

門科目を担当する教員」の充足にあてられたから、教育学部は専門科目の授業を他学

部に委ねる必要がなくなり、自己完結的な学科目、課程を組織できるようになってい

たのである（同２５５～６、５４４～５０ページ）。

このような前提があってこそ、１９８０年６月に教育学部の研究科設置構想がまとめら

れ、それに対して翌年度に調査費が配布され、ついで１９８１年７月作成の１９８２年度概算

要求『千葉大学大学院教育学研究科（修士課程）設置計画』が基本的に認められて、

１９８２年４月教育学研究科が発足するのである。国立教員養成系大学・学部４７（旧帝

大、筑波大、新構想教育大学を除く）のうち９番目の研究科設置で早い部類に属す

る。ちなみに、東京学芸、大阪教育、愛知教育大以降の先行大学をあげれば、１９８０年

横浜国立、岡山、広島大（既存の教育学研究科とは別の学校教育学研究科設置）、

１９８１年静岡、神戸大ということで、金沢大は千葉大と同じ１９８２年の設置である。な

お、１９９６年に設置された高知大学教育学研究科が最後の第４５番目であり（徳島、神戸

両大学では教育学部を改組・廃止）、これをもってすべての国立教員養成系大学・学

部に修士課程が設置されたことになる。
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